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日本放送協会 理事会議事録 
               （２０１９年１２月 ４日開催分）

  
２０１９年１２月２０日（金）公表 

 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 
 
＜会  議  日  時＞ 
 ２０１９年１２月 ４日（水） 午前９時００分～９時２０分 
 
＜出   席   者＞ 

上田会長、堂元副会長、木田専務理事、板野専務理事、 
児野専務理事・技師長、荒木専務理事、松原理事、黄木理事、 
中田理事、鈴木理事、松坂理事、正籬理事、坂本特別主幹 
高橋監査委員 

 
＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 
 
＜議        事＞ 
 上田会長が開会を宣言し、議事に入った。 
 
付議事項 

 

１ 審議事項 

（１）２０２０年度（令和２年度）国内放送番組編集の基本計画につい 

   て 

（２）２０２０年度（令和２年度）国際放送番組編集の基本計画につい 

   て 

 

２ 報告事項 

（１）「平成３０年度業務報告書」に付する総務大臣の意見について 

（２）放送番組審議会議事録（資料） 
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議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）２０２０年度（令和２年度）国内放送番組編集の基本計画につい 

   て 

（編成局） 

２０２０年度（令和２年度）国内放送番組編集の基本計画（以下、「基

本計画」）について、審議をお願いします。まず、編集の基本方針につ

いてです。 
ＮＨＫは、総合テレビと教育テレビの放送をインターネットでもご覧

いただくことが可能となる「常時同時配信」、そして放送後一週間はイ

ンターネット上でいつでも番組をご覧になることができる「見逃し番組

配信」の実施を計画しています。不確かな情報の拡散が社会問題となっ

ている今、長年培ってきた取材・制作力によるニュースや番組・コンテ

ンツを、放送の補完としてインターネットを通じて提供し、公共的価値

を広く還元したいと考えます。 
みなさまの期待にしっかりと応えるために、ＮＨＫはこれまでと変わ

ることなく放送法で定められた公共放送の基本姿勢を堅持します。自主

自律と不偏不党を貫いて、正確な情報を公平・公正に伝え、多彩で質の

高い番組を追求していきます。２０１５年に公表した経営計画では、「２

０２０年に最高水準の放送・サービスの実現をめざす」ことをビジョン

に掲げました。臨場感あふれる超高精細の映像と迫力ある音響によるＢ

Ｓ４Ｋ・８Ｋ放送と、新たなインターネットサービスでビジョンを実現

し、新たな時代の暮らしに貢献していきます。 
２０２０年度は、東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。

日本で開催される大会の魅力を余すところなく伝えるとともに、今後の

社会にもたらす価値や影響についても積極的に取り上げます。２０２１

年３月には、東日本大震災から１０年の節目となります。いまだ多くの

課題を抱える被災地の復興を引き続き支援していくとともに、「災害か

ら命を守り、安心できる暮らしに貢献する」ことを、最優先の使命とし

て取り組みます。 
摩擦が絶えない国際情勢、地球規模の気候変動、日本における少子高

齢化の加速など、乗り越えなければならない課題が山積しています。持
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続可能で心豊かに暮らせる社会を実現するために、こうした課題にしっ

かりと向き合い、多角的な視点からじっくりと考えます。 
みなさまの声を踏まえて、“公共メディア”の姿を追究し、業務の見

直しと改革を進め、身近で信頼されるＮＨＫへの進化を目指します。 
次に、編集の重点事項は、「１．災害から命を守り、安心できる暮ら

しに全力で貢献」、「２．持続可能な社会を見据え、日本と世界の課題

を深く正確に発信」、「３．多彩で質の高い番組・コンテンツを、幅広

い視聴者に提供」、「４．“東京２０２０”の機会を生かし、その先の

文化創造に貢献」、「５．多様な価値を認め支えあう社会をめざした放

送・サービスを充実」、「６．地域放送局と本部が連携して、地域の活

性化と暮らしに貢献」、「７．これからの社会を担う若年層や子どもの

教育、健全な育成を支援」、および「８．日本と世界の相互理解を促進

する発信を強化」の８項目です。 
以上の重点項目は、次のような施策も勘案しながら実施します。まず、

これまでの質的、量的評価の手法に加えて、公共放送として果たすべき

役割（公共的価値）の実現度を測る評価指標を開発・試行し、より適切

な資源管理を行いながら、視聴者の期待に応えます。放送倫理やコンプ

ライアンス意識を徹底し、長年培ってきた取材力・制作力を発揮して、

事実に基づく確かな情報の提供と質の高い番組の制作に努めます。また、

ＮＨＫの業務に携わるすべての人の健康確保に留意して、創造的で活力

ある職場を構築するために、業務フローの抜本的見直しなど働き方改革

やダイバーシティー施策の推進、職場環境の整備に取り組みます。さら

に、２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ番組の一体制作、国際放送向け番組や地域向け番

組の全国放送での編成など、さまざまな放送波・時間帯での番組のマル

チユースを進め、限られた経営資源を効果的・効率的に活用します。 
本件が了承されれば、１２月１０日開催の第１３４２回経営委員会に

審議事項として提出するとともに、１２月１６日開催の第６６５回中央

放送番組審議会に諮問します。 
 
（児野専務理事・技師長） 基本計画は中央放送番組審議会で出された

意見を反映されたようですが、編成計画案と

の整合は取れるのでしょうか。 
（編成局）        基本計画はいただいたご意見を検討し、表
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現を見直した箇所がありますが、方向性に大

きな変更はありません。編成計画案との整合

は取れます。 
（会 長）        ほかにご意見等がありませんので、原案ど

おり了承し、１２月１０日開催の第１３４２

回経営委員会に諮ります。 
 

（２）２０２０年度（令和２年度）国際放送番組編集の基本計画につい 

   て 

（国際放送局） 

２０２０年度（令和２年度）国際放送番組編集の基本計画について、

審議をお願いします。 
編集の基本方針についてです。 
東京オリンピック・パラリンピックの開催年となる２０２０年は、日

本に対する世界の関心が一気に高まります。オリンピック・パラリンピ

ックの熱狂とそのレガシーやさまざまな変化も見込まれます。ＮＨＫの

国際放送は、視聴者・聴取者のニーズを捉えながら、日本の公共メディ

アとして、公平・公正で多様な情報を世界に発信します。放送だけでな

く、インターネットも活用してスマートフォンやパソコンなどの端末や

ソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ）への展開も一層推進します。

また、多言語化を積極的に進め、世界の人々に向けて質の高いサービス

を届けます。  
「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」の外国人向けテレビ国際放送では、東

京オリンピック・パラリンピックとそれにより転機を迎える日本の姿を、

ニュースと番組、インターネットを活用して世界に伝えるとともに、持

続可能な社会の実現に向けた活動なども積極的に取り上げます。また、

災害時などの緊急報道では、多様な発信経路を活用して訪日・在留外国

人に向けた安全・安心情報を発信します。また、インターネットのサー

ビスでは、使い勝手を考慮するなどの改良にとりくむとともに、ストリ

ーミング、ビデオ・オン・デマンド（ＶＯＤ）、ＳＮＳを融合した多言

語サービスを実現します。  
外国人向けラジオ国際放送では、ニュースをはじめ防災・減災情報、

日本での滞在に役立つ生活情報、日本語学習などを、全世界に向けて１
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７の言語で発信します。ラジオ第２放送でも、年々増加しているアジア

からの訪日・在留外国人に向けてタイ語のニュースを新設し、ベトナム

語・インドネシア語と合わせて夜間に編成するなど、国内にいる外国人

へのサービスをさらに強化します。  
在外邦人向け国際放送では、テレビ放送「ＮＨＫワールド・プレミア

ム」とラジオ放送「ＮＨＫワールド・ラジオ日本」を通じて、日本の“い

ま”を丁寧に伝えます。また、災害時には、正確・迅速な情報の提供に

努め、海外で暮らす日本人や旅行者の安全・安心を守る“日本語のたし

かな情報源”としての役割を果たします。 
本件が了承されれば、１２月１０日開催の第１３４２回経営委員会に

審議事項として提出するとともに、１２月１７日開催の第６６４回国際

放送番組審議会に諮問します。 
 
（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、１２

月１０日開催の第１３４２回経営委員会に諮ります。 
 

２ 報告事項 

（１）「平成３０年度業務報告書」に付する総務大臣の意見について 

（経営企画局） 

令和元年６月に総務大臣に提出したＮＨＫの「平成３０年度業務報告

書」は、総務大臣の意見が付され、元年１２月３日の閣議を経て、国会

に報告されました。この総務大臣の意見の内容について報告します。 

意見では、「平成３０年度は、受信料徴収の徹底等に努めた結果、収支

予算を上回る２７１億円の収支差金を計上する等、おおむね所期の成果

を収めたものと認められる。」としています。 

ただし、「繰越金の現状や、事業収支差金が年度当初の計画を大幅に上

回る状況が続いていること等を踏まえると、『ＮＨＫ経営計画    

２０１８－２０２０年度』に盛り込んだ平成３０年度の受信料収入見込

みの６％相当の還元にとどまらず、受信料額の適正な水準を含めた受信

料の在り方について、既存業務の見直しとともに不断に検討していく必

要がある。」としています。 

また、「放送を巡る社会環境は、今後大きく変化することが想定されて

おり、単に従来の延長線上の取組だけでは、中期的には、協会が公共放
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送の担い手としての役割を十分に果たすことができないのではないかと

考える。そこで、協会の在り方について、国民各層や関係者の意見も幅

広く聞きながら、『業務』・『受信料』・『ガバナンス』の三位一体で改革を

進める検討を、引き続き実施することを求める。」としています。 

特に、「『ＮＨＫ経営計画２０１８－２０２０年度』において、令和２

年度は、事業支出の増加と受信料の還元に伴う事業収入の減少により、

２１５億円の事業収支差金の赤字を見込んでおり、既存業務の見直しに

聖域なく徹底的に取り組むことを強く求める。」としています。  

その上で、「国民・視聴者の信頼と多様な要望に応える質の高い番組の

提供、国際放送の充実等による海外情報発信の強化、我が国の経済成長

の牽引力として期待される４Ｋ・８Ｋ等の先導的サービスの推進等につ

いては、引き続き、積極的な取組を進めることが期待される。」としてい

ます。 

また、「インターネット活用業務の実施に当たっては、協会の目的や受

信料制度の趣旨に沿って、適正な規模の下、節度をもって事業を運営す

ることが求められる。」としています。 

なお、「業務の遂行に当たっては、協会は自らの経営が国民・視聴者の

受信料によって支えられていることを十分に自覚し、業務の合理化・効

率化に向けたたゆまぬ改善の努力を行うとともに、国民・視聴者に対す

る説明責任を果たしていくことが必要である。」としています。 

また、「平成２５年に首都圏放送センターの記者が過労で亡くなられ

たことを重く受け止め、二度と働き過ぎによって尊い命が失われること

のないよう、引き続き徹底した取組を強く求める。」としています。 

その上で、「平成３０年度に協会が実施した業務について、協会の平成

３０年度収支予算等に付した総務大臣の意見の主な項目に照らして特記

すべき事項」として、「国内放送番組の充実」、「国際放送の充実等による

総合的な海外情報発信の強化」、「４Ｋ・８Ｋ放送の積極的推進及びイン

ターネット活用業務に関する関係者間連携等」、「経営改革の推進」、「受

信料の公平負担の徹底に向けた取組等」、「東日本大震災等からの復興へ

の貢献と公共放送の機能の強靱化等」、および「放送センター建替」の７

項目にわたり記述しています。 

 この内容は、１２月１０日開催の経営委員会に報告します。 
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（２）放送番組審議会議事録（資料） 

編成局と国際放送局から、中央放送番組審議会、国際放送番組審議会、

全国の地方放送番組審議会（関東甲信越、近畿、中部、中国、九州沖縄、

東北、北海道、四国）の２０１９年１０月開催分の議事録についての報

告。  

 

注：放送番組審議会の内容は、ＮＨＫのホームページ「ＮＨＫオンライ

ン」の「経営情報」に掲載しています。 

 

 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

２０１９年１２月１７日 

 

会 長  上 田 良 一  


